
毎
週　

月
･
水
･
金
曜
日
発
行

　
　

告　
　

示

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
都
市
計
画
課
）　

一

○
熊
本
県
医
療
事
業
実
施
要
項
の
一
部
を
改
正
す
る
要
項　
　
　
　
　
　
　
　

（
水
俣
病
対
策
課
）　

一

○
平
成
十
三
年
度
熊
本
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
五
号
）
の
要
領　
　
　
　
　

（
財　

政　

課
）　

二

○
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
廃
止　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
高
齢
保
健
福
祉
課
）　

四

　
　

公　
　

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
届
出　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
商
工
政
策
課
）　

四

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
農
村
計
画
課
）　

五

熊
本
県
告
示
第
八
百
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業

の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

施
行
者
の
名
称　

荒
尾
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称　

平
成
八
年
熊
本
県
告
示
第
八
十
七
号
荒
尾
都
市
計
画
道
路
事
業

　

三
・
四
・
十
八
号
中
央
野
原
線

三　

事
業
施
行
期
間　

平
成
八
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

事
業
地　

収
用
の
部
分　

平
成
八
年
熊
本
県
告
示
第
八
十
七
号
の
事
業
地　

収
用
の
部
分
の
「
杉
谷

　

地
内
、
」
を
「
杉
谷
、
池
浦
地
内
」
に
改
め
る
。

熊
本
県
告
示
第
八
百
一
号

　

熊
本
県
医
療
事
業
実
施
要
項
の
一
部
を
改
正
す
る
要
項
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　
　
　

熊
本
県
医
療
事
業
実
施
要
項
の
一
部
を
改
正
す
る
要
項

　

熊
本
県
医
療
事
業
実
施
要
項
（
平
成
八
年
熊
本
県
告
示
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
三
条
第
十
三
項
中
「
三
年
間
」
を
「
五
年
間
」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成13年10月22日　月曜 熊 本 県 公 報 第 1  0  7  5  7号1

 
目　
　

次 

告　
　
　
　

示



　
　
　

附　

則

1　

こ
の
要
項
は
、
平
成
十
四
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

改
正
後
の
第
三
条
の
規
定
は
、
こ
の
要
項
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
更

　

新
の
決
定
を
受
け
る
医
療
手
帳
及
び
保
健
手
帳
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
更
新
の
決
定
を
受
け

　

た
医
療
手
帳
及
び
保
健
手
帳
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

熊
本
県
告
示
第
八
百
二
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
三

年
十
月
十
五
日
付
け
で
専
決
し
た
平
成
十
三
年
度
熊
本
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
五
号
）
の
要
領
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子
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熊
本
県
告
示
第
八
百
三
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

【
短
期
入
所
療
養
介
護
】

熊
本
県
公
告
第
七
百
十
八
号

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）第
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
そ
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
届
出
及
び
添

付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。
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事
業
所
の
名
称
及
び
事
業
所
の
所
在
地

佐
々
木
整
形
外
科

天
草
郡
大
矢
野
町
大
字
中
千
三
百
十
四

番
地
の
一

中
山
外
科
医
院

本
渡
市
大
浜
町
三｜

十
八

医
療
法
人
社
団　

永
芳
会　

永
芳
医
院

本
渡
市
栄
町
十
二｜

十
三

小
島
内
科
小
児
科
医
院

熊
本
市
帯
山
五
丁
目
二
十
五
番
二
十
七

号深
井
医
院

下
益
城
郡
松
橋
町
萩
尾
七
百
八
十
八｜

一財
団
法
人　

杏
仁
会　

江
南
病
院

熊
本
市
渡
鹿
五
丁
目
一
番
三
十
七
号

医
療
法
人　

室
原
会　

室
原
病
院

熊
本
市
国
府
一
丁
目
十
一
番
九
号

事　

業　

者　

名

医
療
法
人
社
団　

葵
遙
会

中
山　

要

医
療
法
人
社
団　

永
芳
会

小
島　

武
徳

深
井　

一
隆

財
団
法
人　

杏
仁
会

医
療
法
人　

室
原
会

廃　

止　

年　

月　

日

平
成
十
三
年
九
月
三
十
日

平
成
十
三
年
九
月
三
十
日

平
成
十
三
年
九
月
三
十
日

平
成
十
三
年
七
月
二
十
四
日

平
成
十
三
年
四
月
三
十
日

平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日

平
成
十
三
年
一
月
三
十
一
日

公　
　
　
　

告



　
　

平
成
十
三
年
十
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

ハ
ン
ズ
マ
ン
画
図
店

　
　

熊
本
市
画
図
町
大
字
重
富
字
外
無
田
一
〇
一
四｜

一
ほ
か

二　

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

　

１　

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
　

変
更
前　

九
、
〇
四
六
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

変
更
後　

五
、
八
二
五
平
方
メ
ー
ト
ル

　

２　

駐
車
場
の
収
容
台
数

　
　
　

変
更
前　

七
五
六
台

　
　
　

変
更
後　

四
〇
六
台

　

３　

駐
輪
場
の
収
容
台
数

　
　
　

変
更
前　

四
〇
台

　
　
　

変
更
後　

六
〇
台

　

４　

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

　
　
　

変
更
前　

一
〇
一
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

変
更
後　

七
四
平
方
メ
ー
ト
ル

三　

届
出
年
月
日

　
　

平
成
十
三
年
十
月
九
日

四　

届
出
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

　
　

熊
本
県
商
工
観
光
労
働
部
商
工
政
策
課

　
　

平
成
十
三
年
十
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
十
四
年
二
月
二
十
一
日
ま
で

熊
本
県
公
告
第
七
百
十
九
号

　

球
磨
郡
上
村
上
村
土
地
改
良
区
の
役
員
が
次
の
と
お
り
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

就　

任
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役
職
名

理　

事

氏　
　
　

名

角　

田　

敏　

道

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

球
磨
郡
上
村
大
字
上
二
五
〇
番
地
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発　
行　
所　

熊　
　
　

本　
　
　

県　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
市
国
府
四
丁
目
一
〇｜

一
八

平
成
十
三
年　
十　
月
二
十
二
日
印
刷　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印
刷
所　

株
式
会
社　
　
　

秀　
　
　

巧　
　
　

社

平
成
十
三
年　
十　
月
二
十
二
日
発
行　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

電
話
㈹
〇
九
六｜

二
八
六｜

二
二
二
一
番

古紙配合率１００％


